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ユニバーサルなユニバーサルな
商品コンテスト商品コンテスト令和６年度

参加事業所募集！参加事業所募集！参加事業所募集！参加事業所募集！

兵庫県内の障害福祉サービス事業所で
障害者が製造する商品の品質向上及び
PR を図り、障害福祉サービス事業所
職員の意欲向上や商品づくりを通して
事業所間の交流を支援することを目的
とした商品コンテストです。

ひょうごユニバーサルなひょうごユニバーサルな
商品コンテストとは？商品コンテストとは？
ひょうごユニバーサルなひょうごユニバーサルな
商品コンテストとは？商品コンテストとは？

主催　兵庫県ユニバーサル推進課
運営　ひょうごユニバーサルな商品コンテスト事務局

おいしいおいしい
部⾨部⾨

パン、菓子、加工食品等 ものづくりものづくり
部⾨部⾨

陶器、さをり織り、ガラス細工、
アクセサリー、木工、布製品、
革製品、竹製品等の手工芸品等

募集部門

募集要綱・応募方法等について
別紙の令和 6 年度第 1 回「ひょうごユニバーサルな商品コンテスト」募集要綱
をご確認のうえ、「おいしい部門」・「ものづくり部門」の各部門の
エントリーシートに記入のうえお申し込みください。

参加条件
兵庫県内の障害福祉サービス事業所であること。
（就労継続支援 B 型・A 型事業所、工賃向上に取り組む生活介護事業所・地域活動支援センター）
＊その他参加条件等は別紙の募集要綱からご確認ください。

応募締切応募締切応募締切

令和 6 年令和 6 年令和 6 年

９ 月 2 02 0 日 ( 金 )日 ( 金 )９ 月 2 02 0 日 ( 金 )日 ( 金 )



令和 6 年度第 1 回「ひょうごユニバーサルな商品コンテスト」 募集要綱 
 

１ 趣旨 

障害福祉サービス事業所で障害者が製造する商品の品質向上及び PR を図り、障害福祉サービ

ス事業所職員の意欲向上や商品づくりを通して事業所間の交流を支援する。 

２ 主催      兵庫県 

３ 事務局  NPO 法人兵庫セルプセンター 

４ 開催日  令和６年 10 月 18 日（金） 

５ 会場  神戸市内で開催予定 ※調整中 

６ 募集部門 

（１） おいしい部門 

パン、菓子、加工食品等（包装、食品表示がなされた商品に限る） 

※ 野菜・果物・鮮魚・精肉等の生鮮食品は不可。 

※ 日替わり弁当、飲食店等での調理提供している飯類・麺類・丼等は不可。 

（２）ものづくり部門 

  陶器、さをり織り、ガラス細工、アクセサリー、木工、布製品、革製品、竹製品等の手工芸品等 

※ 建築物・構造物等の持ち運び出来ないもの、販売を目的としない絵画等の作品は不可。 

７ 参加条件等について 

（１）参加条件 

ア 兵庫県内の障害福祉サービス事業所（以下「事業所」）であること。 

 （就労継続支援 B 型・A 型事業所、工賃向上に取り組む生活介護事業所・地域活動支援センター） 

イ 事業所で製造している商品であること。 

ウ 製造許可等が必要な場合は、許可取得・届出等が適正になされていること。 

エ 商品説明のプレゼンテーションができること。（発表資料・スライド等の作成を含む。） 

オ 当該イベントにおいて、おいしい部門では試食品（サンプル）の無償提供（郵送料等も含む。）、

ものづくり部門では商品の展示ができること。 

カ 当該イベントにおいて、冷蔵設備等が必要な場合には、当該設備を自らの事業所で準備でき

ること。 

キ 本事業の広報及び PR 等において、ホームページ・新聞・SNS・広告・その他ネット配信等

により情報や画像の発信、必要に応じて撮影等に協力及び承諾出来ること。 

８ 応募について 

（１） 応募申込  

1 事業所につき 1 部門 1 商品まで 

※ 両部門へ 1 商品ずつの申込は可、1 部門に 2 商品の申込は不可となります。 



（２） 応募方法 

別紙の「エントリーシート」を、11 に記載の事務局までメールまたは郵送とします。 

※応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。 

※写真は別紙でも可（エントリーシートに貼り付けできない場合）。 

（３） 応募期限 

令和６年 9 月 20 日（金） 

９ 支援活動 

 コンテストの審査を通して、専門家の意見やアドバイスを受けることで、商品改善の機会と

していただけることに加えて、継続的な支援を希望する事業所には、コンテスト後も以下のよ

うな支援を受けることが可能です。 

【コンテスト後の支援活動（例）】 

・＋NUKUMORI（インターネットショップ）での掲載販売 

・マルシェ等販売会の優先的な機会提供 

10 審査 

(１) 審査方法 

製菓、企画、デザイン、流通、メディア等の分野から選出した審査委員により、次の項目を

基準に審査を行い、優秀な商品を表彰する。 

(２) 審査項目 

 おいしい部門 ものづくり部門 

1 味 品質 

2 パッケージ（デザイン等） 作り手の商品への想い・工夫 

3 安全性（食品表示等） 親しみやすさ・共感性 

4 価格 価格 

5 利用者の関わり 利用者の関わり 

6 プレゼンテーション プレゼンテーション 

 

１1 事務局（応募先・問合せ先） 

ひょうごユニバーサルな商品コンテスト事務局 

NPO 法人 兵庫セルプセンター 

〒651-0062 神戸市中央区坂口通 2-1-1 兵庫県福祉センター６階 

TEL:078-414-7311  FAX:078-414-7312  Mail:contact@hyogo-selp.jp 

 


